
換価の猶予

次の①から⑤の全ての要件に該当するときは、原則として１年以内の期間に限り、

換価の猶予が認められる場合があります。

① 市税を一時に納付することにより、その事業の継続又は生活の維持を困難にす

るおそれがあると認められること

② 納税について誠実な意思を有すると認められること

③ 換価の猶予を受けようとする市税以外の市税の滞納がないこと

④ 納付すべき市税の納期限から６か月以内に申請書が提出されていること

⑤ 原則として、担保の提供があること

●猶予が認められると・・・

・すでに差押を受けている財産の換価（売却）が猶予されます。

・差押により事業の継続又は生活の維持を困難にするおそれがある財産について

は、新たな差押が猶予（又は差押が解除）される場合があります。

・換価の猶予が認められた期間中の延滞金の一部が免除されます。

市税の猶予制度

●猶予期間

猶予を受けることができる期間は、１年以内です。

猶予を受けた市税は、原則として猶予期間中の各月に分割して納付する必要があり

ます。

※ 猶予期間内に完納することができないやむを得ない理由があると認められる場合

は、申請によって猶予期間の延長が認められる場合があります。（当初の猶予期間

と合わせて最長２年）

猶予期間

【お問合せ先】

笠岡市役所収納対策課

TEL （０８６５）６９－２１１７

〒714-8601 笠岡市中央町１番地の１ 申請方法については裏面へ



●申請方法

猶予の申請を行うには、以下の書類を収納対策課へ提出する必要があります。

① 「換価の猶予申請書」

② 「財産収支状況書」

・資産、負債、収入と支出の状況などを詳しく記載してください。

・猶予を受けようとする金額が１００万円を超える場合は、「財産収支状況書」

に代えて「財産目録」及び「収支の明細書」を提出してください。

③ 担保の提供に関する書類（※）

※担保の提供について

猶予の申請をする場合は、原則として担保を提供する必要があります。担保とし

て提供することができる主な財産の種類には、次のようなものがあります。

・ 国債及び地方税、市長が確実と認める社債その他の有価証券

・ 土地、建物

・ 市長が確実と認める保証人の保証

なお、次に該当する場合は、担保の提供をする必要はありません。

・ 猶予を受ける金額が１００万円以下である場合

・ 猶予を受ける期間が３ヶ月以内である場合

・ 提供することができる種類の財産がないといった事情がある場合

●申請期限

猶予を受けようとする市税の納期限から６か月以内に申請してください。

●猶予の取消請の手続き

猶予が認められた後に次のような場合に該当するときは、猶予が取り消される場合

があります。

・「猶予許可決定書」に記載された分割納付計画のとおりの納付がない場合

・猶予を受けている市税以外に新たに納付すべきこととなった市税が滞納になった場

合 など

猶予の取消

※ 詳しい申請書の書き方などについては、笠岡市ホームページや収納対策課にてご

利用いただける記入例等をご覧ください。


